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平成２３年第８回大分市教育委員会会議録

教育総務課主査康彦

寿憲

足立秀雄

７．議題

（１）議案審議

(教議第３５号）平成２３年度大分市緊急採用奨学生の決定につ

いて

(教議第３６号）平成２２年度決算について

( 教 議 第 ３ ７ 号 ） 大分市立幼稚園条例の一部改正について

(教議第３８号）大分市スポーツ振興審議会条例の全部改正につ
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いて

（教議第３９号）特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに費用

弁償に関する条例の一部改正について

（教報議第１６号）公有財産の所管換等について

（２ ） 報 告 事 項

① 第 １ ０ 回 大 分 市 立小中学校適正配置計画検討委員会について

②教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評

価の取組について

③大分市教育ビジョン第Ⅱ期基本計画検討委員会について

④平成２２年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査」大分県速報値について

⑤ 平 成 ２ ３ 年 度 第 ２回市議会臨時会における一般議案について

８．会議の概要

委員長

委員長

委員

委員長

委員

委員長

全委員

ただいまより、平成２３年第８回大分市教育委員会を開会い た

します。（午後３時００分開会）

会議 に 先 立 ち 署 名委員を４番委員、５番委員にお願いします●

そ れ で は 、 議 案 審議に入ります。

教 議 第 ３ ５ 号 「 平成２３年度大分市緊急採用奨学生の決定につ

いて」を議題といたします。

事務局の説明を求めます。

委員長、教議第３５号を審議するにあたり、発議があります。

許可します。

教 議 第 ３ ５ 号 「 平成２３年度大分市緊急採用奨学生の決定につ

いて」は、個人情報保護の観点から、非公開とすることが妥当だ

と考えられますので、審議を秘密会とすることを発議いたします。

ただいま、教育長から教議第．３５号の議案審議を秘密会とする

との発議が出されましたが、秘密会とすることに賛成の方は挙手

をお願いします。

（挙手）
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委員長全委員賛成と認め、教 議第３５号の議案の審議は秘密会としま

す。

（ 審 議 の 結 果 、 教議第３５号「平成２３年度大分市緊急採用 奨

学生の決定について」は原案通り決定する。）

委員長それ で は 次 に 、 教 議 第３６号「平成２２年度決算について」を

議題といたします。

事務局の説明を求めます。

次 長 兼 教議第３６号「平成２ ２ 年 度 決 算 に つ い て 」 ご 説 明 申 し上

教育総務課長げます。

「平成２２年度決算 に 係 る 主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 す る 説 明 書」

でご説明させていただきます。

平成２２年度の教育費のうち、教育委員会所管分の最終予算額

は、２１年度から２ ２年度への繰越し分を含めまして、一番上の

段の左側になりますが、１６９億９，２７７万８５０円でござい

ます。これに対しまして、決算額はその右側の「支出済額計」と

表示しております１ ６０億２，６８１万５，６４３円でござい ま

す。また、その右側になりますが、翌年度繰越額は、２億４，５

５ ２ 万 ９ ， ０ ６ ５ 円でございます。

２１年度の決算額に比ぺ、約５億５，８００万円の減となって

おります。また、教 育 委 員 会 所 管 分 の 一 般 会 計 の 決 算 総 額 に 占め

る割合は、１０．０％となっております。

それでは、項目ごとに、ご説明いたします。

決算については、説明項目が多く時間が掛かりますことから、．

まず第１項の教育総務費から第４項の幼稚園費までをご説明し、

ご質問等があればお受けいたします。質疑応答が終わりましたら、

残りの第５項の社会教育費から第６項の保健体育費までのご説明

を行い、全体を通してのご質問をお受けいたしたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

（第１項教育総務費～第４項幼稚園費まで概要について説明）
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ここで、一度説明 を中断し、教育委員さんよりご質問等があれ

ばお答えいたします。

委員長．ご質問などありませんか。

全委員（ な し と の ． 声 ）

委員長それでは引き続き事務局の説明をお願いします。

次長兼（第５項社会教育費～第６項保健体育費の概要について説

教育総務課長明）

ただ今、ご説明いたしました決算内容につきまして、本委員 会

〃

でご承認をいただき、ご承認の上は、来月開会予定の第３回市議

会定例会にて、審議・決定をいただこうとするものでございます。

以上でございます。

委員長ご質問などありませんか。

全 委 員 （なしとの声）

委員長そ れ で は 採 決 い た し ます。教議第３６号は原案のとおり決定す

ることにご異議ありま せん か。

全 委 員 （異議なしとの声）

委員長ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。

委員長それ で は 次 に 、 教 議 第３７号「大分市立幼稚園条例の一部改正

について」を議題と い た し ま す 。

事務局の説明を求めます。

教育企画課長教議第３７号「大分市立幼稚園条例の一部改正について」

ご説明申し上げます。

平成２１年８月に策定した「大分市幼児教育振興計画」に沿っ

て市立幼稚園の統廃合 を 進 め て お り ま し て 、 平 成 ２ １ 年 度 以 降、

２ 年連 続し て単 学級となり、再度単学級となった園は対象園とし

ております。この基準にあてはまり、統廃合の対象となった園の

中から、教育委員会 事務局において、地区のバランス、地域の実

情、就園割合、園舎の状況などを勘案したうえで、総合的に判断

した結果、「森岡幼稚園」「三佐幼稚園」「丹生幼稚園」の３園を
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委員長

全委員

委員 長

全委員

委員長

統廃合予定園に選定したところでございます。

その後、予定園に選定した３園について校区ごとの説明会を実

施したところ、三佐校区では、統廃合の時期や跡利用について、

自治委員連絡協議会に一任することで参加者の同意を得ました 。

そこで日を改めて自治 委 員 連 絡 協 議 会 と 協 議 す る 中 で 、 「 園 児数

や就園割合が最も低い値であり、他の園より先行して廃園になっ

たとしても止むを得ない。跡利用については、児童育成クラブに

転用するなど、地域にとって有効な活用ができるよう配慮願いた

い。」との考えが示されたところであります。

こ の よ う に 、 地 元との協議が整ったことから三佐幼稚園につい

ては廃園とし、その時期については、平成２４年４月１日といた
ノ

したいと考えております。

なお、「森岡幼稚 園」「丹生幼稚園」については、統廃合に向け

地元との協議を継続して行うこととしております。

以上のことから、条例別表のうち三佐幼稚園の項を削除する改

正案につきまして、本委員会でご決定いただき、ご決定の上は、

第３回市議会定例会での審議・決定を経て、平成２４年４月１ 日

から施行しようとするものでございます。

以上でございます。

ご質問などありませんか。

（なしとの声）

そ れ で は 採 決 い たします。教議第３７号は原案のとおり決定す

る こ と に ご 異 議 あ りませんか。

（異議なしとの声 ）

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。

それでは次に、教 議 第 ３ ８ 号 「 大 分 市 ス ポ ー ツ 振 興 審 議 会 条例

の全部改正について」を議題といたしますが、教議第３９号「特

別職の職員で非常勤のものの報酬並びに費用弁償に関する条例の

一部改正について」 と関連がありますので、審議を一括して行い

５



たいと思いますが、皆さんよろしいでしょうか。

全委員（ 了 承 ）

委員長それでは，、事務局の説 明 を 求 め ま す 。

スポーツ｡ 教 議 第 ３ ８ 号 「 大分市スポーツ振興審議会条例の全部改正

健康教育課長について」及び教議第３９号「特別職の職員で非常勤のも の

の 報 酬 並 び に 費 用 弁償に関する条例の一部改正について」は関連

がありますので、一括してご説明申し上げます。

今回の改正につきましては、関係資料の新旧対照表にございま

すように、昭和３６年制定の『スポーツ振興法』を全部改正し、

平成２３年８月２４日 か ら 施 行 さ れ ま す 『 ス ポ ー ツ 基 本 法 （ 平成

２３年法律第７８号）』に記載されております第３１条の規定に

基づき、「大分市スポーツ振興審議会条例の全部改正」を、第３

２条の規定に基づき「特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに

費用弁償に関する条例の一部改正」を行'おうとするものでござい

ます。

まず、「大分市スポーツ振興審議会条例の全部改正」につきま．

しては、「スポーツ基本法」において「スポーツ振興審議会」を

「スポーツ推進審議会」と改正されますことから、第１条で名称

を 変 更 し 、 第 ２ 条 の所掌事務に、新たに、（１）地方スポーツ推

進計画に関すること、（２）補助金の交付に関すること、を挿入

いたしました。

第３条の組織につきましては、スポーツ推進審議会委員の定義

を新たに明記したものでございます。

また、附則として、改正前のスポーツ振興審議会委員を改正後

の ス ポ ー ツ 推 進 審 議会委員とみなす経過措置を明記したところで

ございます。

なお、本条例の改正に伴い、『各種委員会の委員の報酬及び費

用 弁 償 に 関 す る 条 例（昭和３８年大分市条例第８５号）』の別表

にあります「スポーツ振興審議会委員」を「スポーツ推進審議会
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委員長

委員長

委員」に改める一部改正も併せて行うものでございます。

次に、『特別職の 職員で非常勤のものの報酬並びに費用弁償に

関 す る 条 例 』 の 一 部改正についてでございますが、『スポーツ基

本 法』 第３ ２条 のスポーツ推進委員の規定を受け、「体育指導委

員」を「スポーツ推進委員」と改める一部改正を行うものでござ

います。なお、附則としまして、改正前の体育指導委員を改正後

の ス ポ ー ツ 推 進 委 員とみなす経過措置を明記したところでもござ

います。

以 上 の 改 正 案 に つきまして、本委員会でご決定いただき、ご 決

定の上は、第３回市議会定例会での審議・決定を経て、公布の日

から施行しようとするものでございます。

以上でございます。

ご質問などありませんか。

「振興」が「推進」になると、どうなるのですか。

国がオリンピックの招致のために、スポーツ振興法を作りスポーツ。 国 が オ リ ン ピ ッ クの．招致のために、スポーツ振興法を作り

健康教育課長ましたが、それはアマチュアスポーツ振興のための施設整備

が主眼におかれていました。

あれから半世紀が 過 ぎ ま し て 、 ス ポ ー ツ に 対 す る 定 義 で あ ると

か、スポーツを巡る状況が大きく変化しまして、スポーツの価値

観や、社会における重要度が増したことから、今回は人々の権利

を 明 記 し た り 、 国 や地方公共団体、スポーツ団体の責務を定めま

して、協力することによって、新たな基本理念を実現するため の

施策を載せたたいうことで．、今注でのスポーツ振興法でもある程

度成果が出ていまし たが、それをさらに進めるということで、 ス

ポーツ振興法からスポーツ基本法に変わったということです。

委員長他にご質問はございませんか。

全委員（なしとの声）

委員長そ れ で は 採 決 い た し ます。教議第３８号及び教議第３９号は原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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全 委 員 （異議なしとの声）

委員長ご 異 議 な し と 認 め 、 本案は原案のとおり決定されました。

それでは次に、教 報議第１６号「公有財産の所管換等につい

て」を議題といたし ます。

事務局の説明を求めます。

次長兼教報議第１６号「公有財産の所管換等について」ご説明申

学 校施 設課長し上げます。

本 件 は 、 平 成 ２ ２年度中に行った、学校の土地及び建物の所管

換等につきまして、一括して報告し、ご承認をいただこうとする

ものでございます。

それでは、所管換等を行いました主なものについてご説明申し

上げます。

まず、新たに所管することとなった土地についてでございます

が、滝尾中学校施設整備事業に伴い、学校用地に隣接し、これま

で土木管理課が所管しておりました、登記地目が田で、現況は里

道に含まれていた土 地 １ 筆 ５ ４ ． ２ １ ㎡ を 学 校 用 地 と し て 所 管す

ることとなったものでございます。

次に、所管外･と な っ た 土 地 で ご ざ い ま す が 、 平 成 ９ 年 に 佐 賀関

小学校の校舎改築の際、進入路として設置し、学校用地として管

理を行っておりました道路が、平成２１年１２月１４日市道山田

線として認定されたことから、現況道路の１８筆１，３９６．３

３㎡と、地域住民の排水路として利用されている現況水路１筆 ５．

１７㎡を併せて、正 規の管理者である土木管理課へ､：また、市道

山田線により分断されている宅地１筆７８．２２㎡につきまして

は、隣接する地権者より譲渡の申し出があり、管財課と協議の結

果有償譲渡が適当であるとの結論から管財課へ、平成２３年３月

に廃校した高等専修学校用地１筆５，１５１．００㎡につきまし

ては、同じ敷地を使用しているエスペランサ・コレジオを所管す

る生涯学習課へ、また明治北小学校の通学路として管理しており
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委員長

ました道路につきましても、昭和５８年９月２８日市道明治北 小

学校線として認定をされていることから、９筆２，６９６．２

０㎡ を、 さら に、 滝尾中学校の敷地を分断する里道の付替えが必

要となり、新たに設置した里道２３４．４０㎡を土木管理課へ、

市道寒田敷戸団地線 の改良に伴い、生徒の安全確保のため、交差

点の拡幅工事を行い、新たに道路敷きとして隅切りをした植田東

中学校の用地の一部１８．７０㎡を土木管理課へ、それぞれ所管
，､

換えを行なったものでございます。

続 き ま し て ず 新 たに所管することとなった建物のうち、主なも

の と し ま し て は 、 大在中学校の南校舎、賀来幼稚園の園舎及び野

津原幼稚園の幼稚園棟及び管理棟がございます。

大在中学校の南校舎につきましては、これまで一時使用教室の

設置により教・室不足に対処してきましたが、今後更なる生徒数の

増加が見込まれ、用地が狭陸であり、これ以上の一時使用教室の

設置が困難なことか ら、増改築したものでございます。賀来幼稚

園の園舎は、市内で唯一の木造園舎であり補修や補強が困難なこ

とから改築したものでございます。

また、野津原幼稚園は、管理棟を共有する野津原保育所を併せ

て「のつはるこども園」として開園したもので、新設した幼稚園

棟ならびに改修した管 理棟を新たに所管したものでございます。

次に、用途廃止した建物のうち主なものとして、昨年度建替 え

を行った賀来幼稚園の旧園舎、神崎中学校の旧屋内運動場、今 年

度建設する荷揚町小学校の旧屋内運動場を解体したものでござい

ます。

また、旧高等専修学校の校舎につきましては、エスペランサ・

コレジオが引き続き使用することから、所管課の生涯学習課へ所

管換えしたものでございます。

以,上でございます。

ご質問などありませんか。
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全 委 員 （なしとの声）

委員長そ れ で は 採 決 い た し ます。教報議第１６号は原案のとおり承認

することにご異議あ り ま せ ん か 。

全 委 員 （異議なしとの声）

委員長ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認されました。

それでは次に、報告事項の説明を求めます。

教育企画課 長報 告事 項１ 点目「第１０回大分市小中学校適正配置計画検

委 員 長

委員

討委員会について」ご報告申し上げます。

第１０回の会議を８ 月 ２ ３ 日 に 開 催 い た し ま し た 。

会議では、「６中学校区の具体的方策案について」、「報告書案

について」などの検討を行う予定でしたが、具体的方策案の途中

で 、 検 討 が 終 了 し た状況でございます。「６中学校区の具体的方

策案」につきまして は 、 「 中 間 ま と め の 段 階 で の 望 ま し い 方 策」

を、６月に開催しました意見交換会や意見募集、前回の第９回検

討委員会での検討内容を踏まえて、再度検討が行われたところで

ございます。

会議では、碩田中学校区の方向性について、現状のままでは良

くないということは確認できましたけれども、「もう少しこんな

学校を作りたい、こんな教育を目指したい、というようなビジョ

ン が 必 要 で は な い か」、「防災機能としては、こんな機能を考えて

いる」、さらには「具体的な提案をしないと、地域の方々は納得

しな いの では ない か」との意見が出されまして、検討委員会とし

ての共通理解を得るまでにはいたらず、次回再検討ということに

なりました。

次 回 第 １ １ 回 検 討委員会は、１０月４日に開催する予定であり、

主な内容はく報告書案の検討を行う予定でございます。

以上でございます。

ご質問などありませんか。

碩田中学校区しか進まなかったのですか。
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教育企画課長はい。、

委員長今経過報告をしていただきましたが、ここで話し合うことは な

いのですか。要望等を行うことは可能ですか。

教育部長昨日の会議は、私達がご意見をいただくという場なのですが、

教育委員会が統廃合ありきで話を持ってきていると勘違いされて

いるようで、話が進まず困っております。

委員さんからは、統廃合するための具体案を示せといわれてお

りますが、この会議が具体案を作成するための会であるというこ

とをご理解いただけていないようです。

委員長１０月の後、何回あるのでしょうか。

教育企画課長１０月４日は決まっておりますが、その後については、会

議の進捗状況にあわせて、正副委員長と協議したいと考えており

ます。

教育部長教 育委 員会 事務 局が、碩田中学校区について具体案のたたき台

を作って、それを会議に提示していかないと、話が進んでいかな

い と 思 い ま す 。

委員長こちらが統廃合ありき の 案 を 作 成 し て よ い と い う こ と で す ね 。

教育部長よいということです。．

また 、委 員さ んの中には、財政面抜きで、教育面だけを考えて

検討すべきだといった意見もございましたが、建替えについて、

財源を考えないとい うことも出来ませんし。

委員財源抜きでというのは難しいですね。

教育の理想論をい えば、生徒一人に教師一人、立派な建物を作

れ ば い い で す け れ ども。

教育部長．会議と会議の間が空くので、話が前に進んでいかない感じがあ

りますα

委員昨日の出席者数はどのくらいですか。

教 育企画課長１７名中４名欠席です。

教育部長碩田中学校区の３つの小学校をすべて残すという案も提示され
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委員

教育部長

委 員

委員長

教育部長．

,委員長

全委員

委員 長

たりしておりますが、そうすると２０～３０年後に、新しく建替

えをした校舎に誰もいない状況が起きてしまうので、考えていた

だくようお願いして いるのですが。

結論が出ない場合は、どうなるのですか。

もう一度適正配置をやり直さないといけなくなると思います。

ただ、最終的には、多数決で結論を出すことになると考えてお

ります。

碩 田 中 学 校 区 に つきましては、現在は小規模校で、まだ過小規

模校となっていないため、３校存続という考えもございますが、

先程申し上げましたように、校舎が築５０年程度経過しており、

建替え時期が迫ってき て い る た め 、 建 替 え 後 １ ０ 年 く ら い で 児童

がほとんどいなくなる状況が考えられるため、財政面からも検討

していただき、結論を出していただきたいと考えております。

教育委員会として は、案を提示して、それについて検討してい

ただ き 、 結 論 を 出 していただきたいということです。

検討委員会の委員長は、、その点については、考え方を共有いた

だけていると思います 。

た だ 、 結 論 を だ していただいた報告書については、１つの結論

と は 限 ら な い の で 、最終的には、その報告書を基にして、教育委

員会で決定していかな け れ ば な ら な い と 思 い ま す 。

今年度中に検討委員会から方向性を出されるので、それを基 に

教育委員会で詰めて いくということでよろしいですか。

今 年 中 に 検 討 委 員会から方向性を示していただき、今年度中に

基本方針を出したいと考えております。

他にご質問はございませんか。

（なしとの声）

それでは、次の報告事項の説明を求めます。

教育企画課長報告事項２点目「教育に関する事務の管理及び執行の状況

についての点検及び 評 価 の 取 組 に つ い て 」 ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。
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この報告書につきま し て は 、 前 回 ８ 月 ８ 日 の 教 育 委 員 会 の 際に

議決をいただき、そ の 後 、 ８ 月 １ ６ 日 に 、 高 橋 委 員 長 よ り 大 分市

議会議長に提出していただいたところでございます。

市議会の足立議長からは、今後もさらに本市教育の推進に努 め

ていただきたいといった話がありました。

今後は、全市議会議員に報告書を配付するとともに、９月議会

の文教常任委員会においても詳細な報告を行う予定であります。

また、大分市ホームページにて市民にも公開することとしており

ます。

以 上 で ご ざ い ま す 。

委員長ご質問などありませ ん か 。

全委員（なしとの声）

委員長それでは、次の報告事項の説明を求めます。

教育企画課長報告事項３点目 「大分市教育ビジョン第Ⅱ期基本計画検 討

委員 長

委 員 会 に つ い て 」 ご報告申し上げます。

検討委員会の設置 要綱と委員名簿を添付しております。

平成２０年度に策定いたしました「大分市教育ビジョン」は、

「基本構想」と「基本計画」で構成されており、「基本計画」の

期間は、平成２８年度を目標年次とする９年間であり、平成２０

年度～２３年度までの４年間を第１期、２４年度～２８年度まで

を 第 Ⅱ 期 と し て お ります。

第 Ⅱ 期 計 画 に つ いては、第１期計画の進捗状況、国や県の動向、

社会情勢の変化などを 踏 ま え 、 見 直 し を 図 る こ と と し て お り 、今

回検討を開始いたします。

第１回の会議は、８月２９日に開催予定でございます。

主な内容は、「教育ビジョン」及び「第１期中の点検・評価 」

などの説明を行う予定でございます。

以上でございます。

ご質問などありませんか。
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全委員（なしとの声）

委員長それでは、次の報告事項の説明を求めます。

青少年課長 報告 事項 ４点 目「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題

に 関 す る 調 査 」 大 分県速'報値について」ご報告申し上げます。

本市の概要につきましては、６月２３日の教育委員会におきま

してご報告申し上げましたが、８月４日に大分県より速報値の 発

表がありましたのでご報告いたします。

まず、調査結果の主な特徴としまして、暴力行為の発生件数 は、

全体においては微増 となっておりますが、中学校では平成９年 以

降最多ということであります。

次に、いじめの認知件数も全体においては微増となっておりま

す。不登校につきましては、小学校は増加し、中学校は減少して

いるという結果になっております。

次の資料は、国公立、私立の全児童生徒のそれぞれの調査項目

に つ い て 、 平 成 ２ ０年度からの経年変化についてまとめたもので

ございます。

次の資.料は、私立を除いた国公立の児童生徒のそれぞれの調査

項目について、平成２０年度からの経年変化についてまとめたも

のでございます。

次の資料は、それぞれの調査項目について、具体的な内容につ

いて示したものとなっております。

次の資料は、いじめの認知件数と不登校児童生徒数を市町村別

に示したものでございます。

最後の資料はｓ暴力行為。いじめ・不登校について、大分市、

大分県、全国の比較をしたものを載せております。大分県・全国

の件数につきましては、高等学校の数を引いておりますので、先

程の県の発表資料とは合計件数が違っているところがございます。

暴力行為につきましては、大分県では中学校の件数が平成９年

以降最多ということ になっておりましたが、大分市においては減
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少 しております。い じめの認知件数は、小・中学校においては大

分市、大分県とも減少しております。不登校児童生徒については、

大分県と同じように、小学校で増加、中学校で減少となっており

ます。

．以上でございます。

委員長ご質問などありませんか。

委員いじめの認知件数等の件数の部分で、数字が違っているところ

がありますが、これはどうしてですか。

青少年課長一方は、私立の小中 学 校 や 高 校 学 校 の 数 ま で 含 ま れ て お りま

して、もう一つは公立の小中学校のみの数字となっておりますの

で 、 数 字 が 違 っ て おります。

委員長他にご質問はございませんか。

委員大分県 は 、 経 済 と か だいたい全国の１％と言われていますよね 。

暴力行為は１％以下になっていますが、いじめの件数がかなり大

きくなっているのは 、どうしてですか。

青少年課 長いじめに関しましては、いじめの認知件数ということで、平

成２２年度の大分県は全国２位の件数となっております。全国１

位は熊本県です。大分県、大分市におきましては、年３回、細か

くアンケート調査を行っておりまして、その調査結果に上がって

きたもの、先生方の日頃の聞き取り等、教育相談であがってき た

ものを使用しております。認知件数の内、７割以上はすでに解決

しておりますし、認知件数が多いというのは、それだけ細かく調

査 を 行 っ た 結 果 だ と捉えております。認知件数が少ない方が問題

ではないかと考えております。

委員全国一律の調査ではないのですね。

青少年課長県ごとに、また市町村ごとに違うところもございます。大分

県は、熊本県と同じ調査を行っております。

委員調査基準が違っています か ら ね 。 比 べ ら れ な い で す ね 。

委員調査 するなら、全国一緒でないと意味がないですね。
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委員 長 調査の時期は、新年度に前年度の調査をするのですか。それと

も、年度末にするので す か 。

青少年課長年度末に担当がまとめておいて、新年度にあげてくるという

ことになっております 。

委員解決した件数は、高かったのですか。

青少年課長大分県で７１％、大分市は７１．６％くらいです。

委員全国平均は。

青少年課長全国は７９．５％で、ちょっと解決率は低いです。

委員どこまでを解決というのかもむずかしいですよね。

委員長不 登 校 が 、 小 学 生 が 増えたのが気になるのですが、どのように

取り組めばいいのでしょうか。

青少年課長今まで病気として捉えていたものを、不登校として学校があ

げてきたということで増えた経緯があります。ただ、最近は小学

校低学年の不登校が 増 え て お り ま し て 、 子 ど も 自 身 の 問 題 よ りも、

家庭の養育等が問題 だと思いますので、早めに保護者等への相談、

専門機関に繋ぐことによって、未然防止につながるのではと考え

ております。

委員長他にご質問などございませんか。

全 委 員 （なしとの声）

委員長それでは、次の報告事項の説明を求めます。

次長兼報 告事項５点目「「平成２３年度第２回市議会臨時会に

教育総務課長おける一般議案について」ご報告申し上げます。

８月１０日に開催 さ れ ま し た 市 議 会 臨 時 会 に お け る 教 育 委 員会

関係の議案のうち、大分市南大分小学校給食調理場厨房備品購入

に係る議案及び市長部局提出の増改築工事等に係る議案３件につ

きましては、前回の本委員会でご説明したものでございまして、

原案どおり可決し、成立いたしましたことを、ご報告申し上げま

す。

以上でございます。
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委員長ご 質問などありません か 。

全 委 員 （.なしとの声）

委員長他に何かありませんか。

次長兼次回の教育委員会及び１０月の教育委員会の日程につきま

教育総務課長して調整をお願いいたします。

委員長

全委員

委員長

全委員

委員長

次回９月の教育委員会は、議会との日程調整のため、１０月１

３日（木）午後３時４０分～でお願いいたします。

なお、教育委員会の前に、学校長との教育懇談会を午後２時０

０分～開催いたしたいと考えておりますので、

よろしくお願いいた し ま す 。

１０月の教育委員会は、１１月１日（火）午後３時００分～で

お願いいたします。

また、教育行政総合視察につきましては、後日日程を調整させ

ていただきます。よ ろしくお願いいたします。．

なお、本日の会議終了後は、連絡事項等ございますので、お時

間をいただきたくお願い申し上げます。

以上でございます。

ご質問などありませんか。

（なしとの声）

他に何かありませんか。

（なしとの声）

これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。

（午後４時２９分閉会）
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